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            古 川 卓 哉 給与課長 

岡 野 揮代美 任用課副課長兼総務審査班長 

            小 倉 豊 道 給与課副課長 

             

開 会 

 

第１号議案 

 議事録の承認を求める件 

 
人事委員会議事録（第 1637 回）について、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

第２号議案 

行政Ａ（大卒程度）採用試験１次面接試験合格者決定の件 

  

任用課長が、標記試験の実施状況、合格基準及び合格発表日（８月４日）等を説明した

後、同試験の合格者（案）を諮り、審議の結果、原案どおり決定した。 

  

（委員） 

教育事務職の応募が少ないのはなぜか。 

（事務局） 

一般事務職以外の事務系職種は、全般的に男性の応募者が少ないのが理由の１つと思

われる。 

（委員） 

論文試験で極端に得点の低い者がいるのはなぜか。 

（事務局） 

答案の文字数を1,200字としているが、２～３割程度しか書けていない。 

（委員） 

一般事務職を見ると、申込段階では男性が多いが、一次面接合格の段階では、男女比

が同じくらいになっているのは、女性の方が勉強して受験しているということか。 

（事務局） 



例年、試験の段階が進むにつれて女性比率が高くなる傾向にある。 

 

第３号議案 

採用選考試験（第１回）筆記試験合格者決定の件 

  

任用課長が、標記試験の実施状況、合格基準及び合格発表日（８月４日）等を説明した

後、同試験の合格者（案）を諮り、審議の結果、原案どおり決定した。 

  

（委員） 

理化学職の法医は応募者が非常に多いようだが。 

（事務局） 

大学院で、生物や化学等の研究活動を続けている人の就職の選択肢の一つになってい

るのではないかと思う。 

 

第４号議案 

採用選考試験（第１回）合格者（職業訓練指導員（情報・事務系）等）決定の件 

  

任用課長が、標記試験の実施状況、合格基準及び合格発表日（８月４日）等を説明した

後、同試験の合格者（案）を諮り、審議の結果、原案どおり決定した。 

  

（委員） 

警察の海技職の応募者が、知事や教育委員会の海技職と比べて多いのはなぜか。 

（事務局） 

知事や教育委員会の場合、船舶が大型になり、受験資格となる免許（知事・教育委員

会は５級海技士以上、警察は１級小型船舶操縦士）の取得が難しいためである。 

（委員） 

採用選考試験の心理判定員の応募者数が、行政Ａ採用試験と異なり少ないのはなぜか。 

（事務局） 

行政Ａの心理判定員は、大学又は大学院で心理学を専修する学科を卒業すればよいが、

今回募集した心理判定員は、公認心理師の資格と一定の業務経歴を要件としている。 

（委員） 

業務経験もあるような有資格者を採用したいなら、一般的な広報だけではなかなか集

まらないのではないか。受験者の確保のための特別の取り組みが必要ではないか。 

（事務局） 

応募者数が少ない職種については、より積極的な募集活動を行うよう、任命権者に求

めていく。 

 

第５号議案 

職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則制定の件 

  

第６号議案 

職員の給与に関する実施規程の一部を改正する規程制定の件 

  

給与課長が、標記規則及び実施規程の改正内容等を説明し、審議の結果、原案どおり決



定した。 

  

（委員） 

地方警務官は兵庫県警のどの職に充てるのか決まっているのか。 

（事務局） 

警察法に都道府県警察の警視正以上の階級にある警察官については、地方警務官とす

る旨の規定があり、兵庫県警本部の部長級以上の職にあたる。 

今回、新設するサイバーセキュリティー・捜査高度化センター長は、本部の部長級に

あたるため、国と調整の上、地方警務官としている。 

（委員） 

兵庫県警には、地方警務官は何人いるのか。 

（事務局） 

地方警務官の総数は、警察法施行令及び施行規則に定められており、兵庫県警には、

現在24人が配置されている。 

 

（委員） 

管理職手当区分に３種・20％との記載があるが、このパーセントはどういう意味か。 

（事務局） 

管理職手当は、現在は役職区分（種）ごとの定額制となっているが、その額は当該役

職区分の標準的な給料月額にこの率を乗じて算出している。 

（委員） 

役職段階別加算も給料に乗じて支給するのか。 

（事務局） 

役職段階別加算は、期末・勤勉手当いわゆるボーナスの基礎額に含まれるもので、一

定の役職以上はこの加算割合がボーナスの額に反映される。 

 

報告事項１ 

 民間給与実態調査等に関わる要請 

 

給与課長が、労働組合から全国人事委員会連合会長あての民間給与実態調査等に関わ

る要請書の内容等を報告した。 

 

報告事項２ 

 任命権者が行った処分 

 

任用課長が、教育委員会が行った２件の懲戒処分の内容及び理由を説明した。 

 

 

閉 会 


